
市税滞納整理に関する
福岡市の取り組み

平成３０年１月２６日 福岡市

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇市税滞納整理に関する福岡市の取り組みを紹介いたします。〇私は福岡市納税企画課の橋本と申します。〇どうぞよろしくお願いいたします。



福岡市の概要①
○基礎データ
①面積

1※平成２9年１０月１日現在 国土地理院

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇まず，福岡市の概要でございますが，〇福岡市は，博多湾を囲むように，全７区にて構成され，〇以下のとおりの面積となっております。



福岡市の概要②
○基礎データ
②人口

平成28年度（現年度調定）
■個人市民税 対象人員 ・・・702,239人
■固定資産税（土地・家屋） 対象人員・・・425,590人

2

※平成２9年１2月１日推計

人口増加率政令市No.１
2035年まで人口が増加する見込み

東区 314,251人
博多区 237,494人
中央区 197,106人
南区 260,042人
城南区 131,421人
早良区 218,963人
西区 210,849人

合計 1,570,126人

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇福岡市は，約１５７万人の人口を抱えており，政令市では横浜市，大阪市，名古屋市，札幌市に次ぐ第５番目の人口規模となりますが，〇人口増加率は政令市NO.1となっており，〇今後2035年まで人口が増え続ける見込みとなっております。



福岡市の概要③

3人口増加等を背景に市税収入が右肩上がりに

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇近年の市税収入決算額の推移についてですが，〇平成21年にリーマンショック等の影響で一時収入が落ち込んだんですけれども，〇それ以降は収入額が右肩上がりで，〇特にここ4年間は4年連続で収入過去最高額を記録しております。



福岡市の市税徴収体制

4

組織（職員数） 取り扱い税目 区からの移管事案

区役所納税課

（７区）

（計１２９人）

・固定資産税・都市計画税

・市県民税（普通徴収）

・軽自動車税 ・特別土地保有税

財政局

納税管理課

法人納税係

（８人）

・法人市民税 ・市県民税（特徴）

・事業所税

・市たばこ税 ・入湯税

・その他（移管事案に係る税目）

・重複事案

財政局
特別滞納整理課

（９人）
・全税目（移管事案に係る税目）

・高額事案

・市外事案

財政局
納税企画課
（４人）

計１５０名の職員を配置

市税の徴収に係る企画等

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇次に福岡市の市税徴収体制を紹介いたします。〇組織として，大きく４つに分類され，〇７区役所の納税課と〇主に法人の滞納整理を行う納税管理課法人納税係，〇高額事案や市外事案を担う特別滞納整理課〇そして，市税徴収にかかる企画等を行う納税企画課により，徴収体制が構成されております。



福岡市の市税徴収体制等の特徴①
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（１）区から財政局への滞納事案移管
① 重複事案（区→納税管理課）
本庁（財政局）と区で重複する法人滞納事案

② 高額事案（区→特別滞納整理課）
滞納額が概ね500万円以上の高額・困難事案

③ 市外事案（区→特別滞納整理課）
滞納者が市外に居住する固定資産税滞納事案

滞納整理の効率性ＵＰ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇市税徴収体制の特徴ですが，〇まず，区役所の納税課から財政局への滞納事案の移管があげられまして，〇財政局と区で重複する①重複事案と〇滞納額５００万以上の②高額事案，〇そして，③市外に居住する固定資産税滞納事案を〇（平成２４年度の気候整備により）区役所から財政局に集約し，〇滞納整理の効率性を高めております。



福岡市の市税徴収体制等の特徴②
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（２）納税お知らせセンター
現年新規の少額滞納者に対する初期対応として，民間委

託による電話での納税の呼びかけ等を行うコールセンターを設
置（Ｈ19）。

① 従事者等 オペレータ５人（管理者１名を含む）

② 業務内容
・ 電話での納税の呼びかけ・口座振替の加入勧奨
・ 電話番号調査（申告書，電話帳等）
・ 催告書の作成・発送

新規発生滞納者への早期着手

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇次に，納税お知らせセンターを設置があげられまして，〇現年度課税の新規滞納者に対する初期対応として，民間委託による電話での納税の呼びかけや催告書の送付等を行い，〇新規発生滞納者への早期着手を図っております。〇この納税お知らせセンターは，平成１９年度に設置され，以後，対象税目を変更・拡張等随時見直しを行いながら，運営を行っております。



福岡市の市税徴収体制等の特徴③

7研修カリキュラムの充実，徴収職員の育成強化

（３）滞納整理研修

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇最後に，滞納整研修ですけれども，〇基礎としての，徴収事務の初任者研修をはじめとして，〇応用編としての２年目研修や管理職向けのマネジメント研修など，〇研修カリキュラムを充実させており，〇徴収職員の育成にも力を入れております。



福岡市の市税徴収実績①
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徴収率・整理率の推移
※徴収率 ＝ 滞納受入額のうち収入となった額 ／ 滞納受入額
※整理率 ＝ 滞納受入額のうち収入及び執行停止となった額 ／ 滞納受入額

徴収率・整理率ともに右肩上がりに

徴収率 整理率（％）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇福岡市の徴収実績に移ってまいります。〇福岡市では，滞納受入額，すなわち，滞納額として徴収職員の手元にやってきた額を分母として，そのうちの収入額分子としたものを「徴収率」と呼び，〇滞納受入分の収入および執行停止となった額を「整理率」として，主な指標としており，〇ここ近年は，その２つの指標が右肩上がりとなっております。



福岡市の市税徴収実績②

9収入率の向上と収入未済額の圧縮が進む

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇次に，市税の収入率と収入未済額の推移ですが，〇平成１４年に過去最低の市税収入率と市税収入未済額のピークを迎えて以降〇リーマンショック等の影響で数字を落とすこともありましたが，〇ここ近年は７年連続で収入率を向上させ，過去最高を更新するとともに，〇収入未済額もピーク時の３分の１に減少するなど，〇収入率の向上と収入未済額の圧縮が進んでおります。



福岡市の市税徴収実績③
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滞納処分による差押実績推移

滞納処分による差押を強化

（件）

過去最高の差押件数を
記録

預金差押集中化を導入

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇また，近年では滞納処分による差押を強化しておりまして，〇昨年度は過去最高の差押件数を記録しております。



福岡市取り組み（不動産公売①）
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不動産市場の活発化

・人口の増加
・市内地価の上昇
・アベノミクスによる金融政策 etc．．

不動産の差押・公売の強化
固定資産税滞納者の不動産の売り逃げ防止
多額の配当

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇福岡市の取り組みに移っていきます。〇滞納処分による差押の中で現在力を入れているのが，不動産の差押・公売の強化になります。〇不動産市場の活発化により，不動産の取引が多くなっている昨今，〇不動産の売り逃げ防止や多額の配当が見込める不動産の差押・公売を推進し，〇効果的に市税を徴収する趣旨でございます。



福岡市取り組み（不動産公売②）
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福岡市不動産合同公売会
各区等の徴収実務担当課が差押を執行した不動産に対し

て，財政局納税企画課を主催者として不動産の合同公売会
を実施。（１１月と３月の年２回）

• 不動産公売における法的効果が生じる処
分の執行に関する手続き（不動産価格見積，
売却決定，配当等）

差押執行課

• スケジュール管理

• 公売財産の鑑定評価契約手続き

• 不動産公売広報の取りまとめその他広報

• 入札および開札手続き

納税企画課

【役割分担】

差押執行課の事務負担を減らし，公売を促進

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇福岡市では，各徴収担当課が差押を行っている不動産に対して，〇納税企画課を主催者として，年２回，合同公売会を実施しております。〇公売事務については，このとおり役割分担を行いまして，〇単独では，なかなか手を付けづらい公売を促進するとともに，数件を一度に出品することにより，単独ではなかなか売れづらい土地も併せて売れるなど，相乗効果も図ることができております。



件数 落札代金

Ｈ27 2 6,013,000

Ｈ28 5 123,959,000

Ｈ29※ 5 75,673,358

不動産公売
広告件数

5

6

7

不動産公売執行

4,416,000

徴収額（公売前納付額＋市税充当額）

7,767,375

24,724,800

福岡市取り組み（不動産公売③）
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不動産公売の実績 （単位：円、件）

※Ｈ29はＨ29.12月末時点での統計過去最高の落札代金
（約１億２千万円）

過去最高の徴収額
（約2,500万円）

毎年，着実に数字を伸ばしている。
◎「福岡市公売情報メールマガジン」も絶賛配信中！！

（※Ｈ29.10配信開始の公売情報のメールマガジン）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇不動産公売の実績でございます。〇過去３か年の数字を整理しておりますが，〇昨年度は過去最高の合計落札代金を記録し，また，今年度は過去最高の徴収額を記録するなど着実に結果を残しております。〇ここで一つＰＲなんですけれども，福岡市では「福岡市公売情報メールマガジン」という公売情報のメールマガジンの配信を行っており，公売日程や公売財産のお知らせを行っております。〇興味があられる方はこの機会にゼヒご登録いただければ幸いでございます。



福岡市取り組み
（年末・年度末等における催告の強化）
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各区等の徴収部門において，10月から11月を「年末催告
強化月間」，2月から3月を「年度末催告強化月間」と位置付
け，平日時間外の電話催告や休日の臨戸催告などを組み合
わせた納税催告を実施。

（単位：人、件，千円）【過去３か年実績】

例年１億円程度の徴収額を確保

従事職員数 催告件数 徴収額
Ｈ26 781 3,976 97,709
Ｈ27 777 3,400 100,965
Ｈ28 713 2,982 107,114

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇続いて，年末年度末における催告の強化を紹介いたします。〇福岡市では，10月から11月を「年末催告強化月間」，2月から3月を「年度末催告強化月間」と位置付け，平日時間外の電話催告や休日の臨戸催告などを組み合わせた納税催告を実施しており，〇例年１億円程度の徴収額を確保しております。〇時間外勤務の費用は毎年おおよそ５００万程度となっておりますので，約２０倍の効果となっております。〇説明を山守さんに代わります



福岡市取り組み
（相続財産管理人の活用①）
■物件の状況

被相続人死亡後，空き家となり，相続財産管理人を申し立てた事例

■申立て債権

（固定資産税） 802,700円

■経緯

平成24年5月 課税物件（マンション）を差押
平成26年6月 被相続人死亡
平成26年10月 相続人等調査
平成27年1月 相続財産管理人選任に向け，弁護士に相談
平成27年6月 福岡家庭裁判所へ申立書提出
平成27年8月 相続財産管理人の決定
平成27年11月 任意売却 （滞納税の納付）
平成28年1月 新所有者が入居中
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，相続財産管理人の活用について，説明させていただきます。福岡市では，滞納者が亡くなり，相続人がいない場合に，相続財産管理人を選任し，滞納解消に取り組んでいます。その滞納解消の例をひとつ取り上げさせていただきます。物件の状況福岡市内のマンションの一室で，被相続人が亡くなったあと，親族が全員相続放棄をしていることが判明し，家庭裁判所に相続財産管理人を選任した事例です。申立債権は，固定資産税，延滞金込みで約80万円です。経緯ですが，要旨のみ説明いたします。平成24年5月に課税物件を差押平成26年6月被相続人が亡くなりました。10月に相続人等の調査を開始。平成27年6月に家庭裁判所へ相続財産管理人選任申立書を提出。8月に相続財産管理人が決定。11月に任意売却し，翌年１月からは新しい所有者が入居。という事例です。



福岡市取り組み
（相続財産管理人の活用②）

徴収額

項目 金額

宅地売却代金から
未納固定資産税充当額

802,700

合 計 802,700

支出額

項目 金額

官報公告費用 3,775

収入印紙代等 1,730

弁護士相談料 10,800

予納金 0

合 計 16,305

■成果

本人が死亡し相続人が存在しないことを理由に，差押財産の換価処分，及び死亡後
の賦課処分ができない状況であったため，相続財産管理人を選任し，不動産の処分に
よって市税滞納が解消された。
なお，財産管理人制度を活用した事例につきましては，これまで４件あり，現在1件
が進行中である。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
成果としましては，延滞金込み，滞納額全額を回収することができました。翌年度からは新しい所有者に課税され，完全に滞納が解消されました。下の方にも記載させていただきましたが，福岡市ではこれまで４件，相続財産管理人制度を活用し，現在も１件進行中の案件がある状況でございます。



福岡市取り組み
（ＦＰによる納税相談①）

相談者 職 員

納付してください！！

払えません！！

お互いの言い分が行きかうだけで，根本的な解決にならなかった。

滞納原因
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これまでの納税相談

市職員 滞納原因に対し無関心，解決策への知識不足

相談者 相談しても無駄という思い込みや恥ずかしさ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　つぎに，ＦＰ【ファイナンシャルプランナー】による納税相談の取組について説明させていただきます。　市税を『納めたくても，納めることができない』人には，職員による納税相談の他，ＦＰによる納税相談も行っています。ＦＰによる納税相談は，平成29年7月からより試行という形で導入しております。では具体的に，これまでの納付相談は，職員が相談者に対して，滞納原因を深く理解しないままに「納付してください」と，それに対して，相談者は「相談しても無駄」という思い込みや「恥ずかしさ」で，解決に時間が掛かっていました。また，職員では，専門的な知識が足りないため，どうしても解決が困難な事案が数多くありました。



福岡市取り組み
（ＦＰによる納税相談②）
これからの納税相談

滞納原因

どのようにしたらこの問題を解決でるか！！

相談者

状況説明

ＦＰ 職
員

市民と一緒に問題を考え，解決をサポートする
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相談者

ＦＰ・市職員

状況を詳しく説明し，その問題点を共有する。

その問題点について専門家の意見などを聞き，
債務整理，ＦＰ手法を用いた生活改善策の提案を行う。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
この問題を解決すべく，これからの納税相談は，相談者が居て，そしてＦＰと職員を同席させ，滞納原因を一緒に問題考え，原因を解決していくという流れです。ＦＰは主に，相談者の収入や支出の見直しや住宅ローンの見直しなど，お金の流れを総合的に相談者から聞き取り，生活改善に向けたアドバイスを行い，納税に繋げています。やはり職員では住宅ローンの見直しや専門的な知識やノウハウが無いので，的確なｱﾄﾞﾊﾞｲｽができないのです。ＦＰは専門的な部分を直接相談者にｱﾄﾞﾊﾞｲｽをすることができるというところが最大のメリットでございます。　



福岡市取り組み（ミラーズロックの導入①）

 簡単に取り付けられ，装着が短縮
 軽くて持ち運びに便利なため，機動性が大幅に向上

タイヤロックでは・・・

・装着に時間がかかる
・重くて機能性が低い etc…

平成２８年度より導入
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　最後に，福岡市で平成28年度に導入しましたミラーズロックについて説明させていただきます。　まず，ミラーズロックとは・・・2012年度に東京都が全国に先駆けて導入した手法です。市税滞納によって自動車を差押した場合に，税務職員が自動車のサイドミラーに取り付ける装置です。　公示書を入れたオレンジ色のカバーを車のサイドミラーに取り付けます。さらに，運転席側のドアには「運行禁止」と記載したマグネットを貼り付け，黒と黄色のトラ柄のビニールテープを巻き付け“封印”します。　従来，自動車を差押した場合，車輪に取り付けて移動できないようにする「タイヤロック」が主流でしたが，滞納者が取り付けていることに気づかず，車を発進させてしまう恐れがあります。タイヤを傷つけないように装着するので時間が掛かっておりました。また，装置が重く，持ち運びには不便でした。ちなみに，この写真は，タイヤロックとミラーズロック両方取り付けています。　一方，「ミラーズロック」は，タイヤロックよりも軽いうえ，非常に目立つので，滞納者は，「恥ずかしい」と，慌てて役所に滞納市税を納めに来ます。　福岡市では，導入以降，これまでに２件ミラーズロックを実施して参りました。今まで，お手紙やお電話，自宅訪問しても滞納者と全く接触が出来なかった案件ですが，このようにミラーズロックを実施したその日のうちに滞納市税を全額完納という結果に結びつきました。非常に効果があると感じています。※勝手に取り外したりすると，刑法等により罰せられます。



福岡市取り組み（ミラーズロックの導入②）
タイヤロック ミラーズロック

マグネット

公示書

マグネット

公示書

•車輌の運行禁止の内容を記載したマグネット

•タイヤロックで使用しているものと同様の内容
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



福岡市取り組み（ミラーズロックの導入③）
公 示 書

市税の滞納処分として，平成○○年○○月○○日，
下記財産を差し押さえた。
差押財産について，本部の不利益となる行為をした
者あるいは，この公示書を破棄し，またはその他の
方法をもって無効とした者は，国税徴収法第１８７
条等あるいは刑法第９６条，第２４２条または第２
５２条などにより罰せられることがある。
以下のとおり公示する。

記

財産の表示 自動車（登録番号○○○○○○○）

以 上

平成○○年○○月○○日
福岡市○○区長 ○○ ○○ 印
（担当：○○区役所市民部納税課第○係 ○○）

公示書

マグネット

公示書
市税の滞納処分として，平成○○年○○月○○日，
下記財産を差し押さえた。
差押財産について，本部の不利益となる行為をした
者あるいは，この公示書を破棄し，またはその他の
方法をもって無効とした者は，国税徴収法第１８７
条等あるいは刑法第９６条，第２４２条または第２
５２条などにより罰せられることがある。
以下のとおり公示する。

記

財産の表示 自動車（登録番号○○○○○○○）

以 上

平成○○年○○月○○日
福岡市○○区長 ○○ ○○ 印
（担当：○○区役所市民部納税課第○係 ○○

公示書内容拡大
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　こちらが，公示書入れ，マグネットを拡大したものとなります。　参考にご覧ください。　以上で福岡市の取組の発表を終わらさせていただきます。　ご清聴ありがとうございました。


